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令和６年度に向けた子ども施策についての提案・要望 

 

 

 平素は滋賀県政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 また、本年４月１日にこども基本法が施行され、こども家庭庁の強いリーダーシッ

プのもと、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、次元の異なる少子化対策の取組を

進められていることに心から敬意を表します。 

 

さて、本県では、「変わる滋賀、続く幸せ」を基本理念とした基本構想のもと、「未

来へと幸せが続く滋賀」を県民の皆様とともにつくろうと取り組んでおり、今年度は、

基本構想の第２期実施計画、並びに行政経営方針を新たにスタートさせる年度であり、

本県にとって節目となる年度となります。 

 

そして、いよいよビヨンドコロナ、コロナを乗り越え、次世代を担う子ども・若者

とともに歩む滋賀の未来を「シン・ジダイ」と位置付け、誰もが幸福感を実感ができ

るよう「健康しが」の取組を、「健康しが2.0」にバージョンアップし、政策を展開し

てまいります。 

 

特に、未来を見据えて、「子ども・子ども・子ども」、子どものために、子どもとと

もにつくる県政を目指し、最重点で子ども政策に取り組むことといたします。 

あらゆる政策の真ん中に「子ども」を置き、子どもの声や思いを尊重し、子どもと

ともに考える「子ども・子ども・子ども」の施策を中心に、「ひとづくり」「こころと

からだの健康づくり」「安全・安心の滋賀づくり」「グリーン・デジタルによる経済・

社会づくり」に取り組んでまいります。 

 

こうした中、本県の課題や取組状況を踏まえた政策提案・要望を本書のとおり取り

まとめましたので、本県の実情について御理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

令和５年６月 

 

 

 

滋賀県知事 



 

令和６年度に向けた子ども施策についての提案・要望 
 

 

１ 幼児教育・保育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 全国一律の子どもの医療費助成制度の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

３ 夢と生きる力を育む教育環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４ ＧＩＧＡスクール構想の着実な実施に向けた継続的な支援・・・・・・・・・・・・・・・７ 
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【提案・要望先】内閣府 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

幼児教育・保育の充実 

(1) 保育士等の業務負担軽減と更なる処遇改善の推進 

〇 送迎バス内の子どもの置き去り事案や不適切な保育が全国で相次いだが、これら

は、保育現場の過重な負担やそれに伴うストレスが一因と考えられ、現場からは、

現行の職員配置では園児の安全を十分に確保できないとの声を聞いている。 

○ 誤食などのヒヤリ・ハット事案も把握しており、子どもたちにしっかりと目が行

き届く体制の確保が必要。 

○ 国において示された職員配置の見直しと併せ、新たな保育人材の確保策も必要と

なることから、一層の処遇改善が必要。 

○ 市町や保育関係団体からは、調理員配置への支援を求める多くの声を聞いてお

り、運営努力により基準を超えた配置を行っている施設への支援が必要。 

 

(2) 幼児教育・保育の無償化の拡充 

○  児童の多くが外国人である認可外保育施設においては、国の指導監督基準で求め

られている保育従事者数の要件を満たすことが困難な状況であり、経過措置期間終

了後(令和６年 10 月以降)は、幼児教育・保育の無償化の対象外となる見通し。 

○  国家戦略特区においては、その基準を緩和する取扱いが示されているが、本県は

当該特区に指定されておらず、また、新たな募集も行われていない。 

○ 今後、外国人向けの認可外保育施設が継続して運営していくために、特に懸案と

なっている「保育士または看護師の資格を有する者を概ね３分の１以上」という配

置基準を「外国の保育士資格有資格者等の十分な人数配置」および「日本の保育士

資格有資格者を１名以上配置」といった基準へ緩和することが必要。 

２．提案・要望の理由 

(1) 保育士等の業務負担軽減と更なる処遇改善の推進 
 

○ 保育士等の負担軽減と質の向上を図るための職員配置の改善と、その実現に向け

た人材確保と職場定着を図るための更なる処遇改善の実施 

○ 公定価格の基準を超え、調理員を配置している施設に対する支援 
 

 (2) 認可外保育施設における幼児教育・保育無償化の拡充 
 

○ 児童の大多数が外国人である認可外保育施設における保育従事者の基準緩和 

１．提案・要望内容 

 保育士等の職場環境のさらなる改善や、幼児教育・保育の無償化を拡充することに

より、保育の質の向上を図る。 
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(1) 保育士等の業務負担軽減と更なる処遇改善の推進 

○ 1･2歳児の保育士配置が5:1となるよう加配に要する経費を民間保育所等に県補助 

○ 職種別平均賃金（役職者除く）（月収換算） 

全産業 35.2 万円 ＞ 保育士 30.3 万円（差額 4.9 万円） 

（出典：全世代型社会保障構築会議（第 1 回）公的価格評価検討委員会（第 1 回）合同会議資料４） 

〇 日々、事故防止や安全確保、感染症対策に細心の注意を払いながら勤務を継続 

〇 調理員は、離乳食や食育指導に加えアレルギー除去の対応も求められ、現行の基本 

分単価の基準による体制では対応が困難。 

 
(2) 幼児教育・保育の無償化の拡充 

〇 県内の外国系認可外保育施設の現状 

・主に外国人の子どもを預かる施設は県内に３施設 

・いずれもブラジル系の施設。母語であるポルトガル語 

で保育を実施。 

・令和４年度の立入調査実施時点で、３施設とも国の基準を満たせていない。 

〇 国の指導監督基準を満たせない背景 

・基準の項目は概ね１００項目。 

・基準を満たすうえで、特に困難な項目は「保育に従事する者の資格要件」（保育士 

または看護師の資格を有する者を概ね３分の１以上 かつ 常時１名以上配置） 

・保育士確保にあたっては、認可園においても苦慮しているなか、ポルトガル語で 

の保育に対応できる有資格者を確保することが極めて困難な状況となっている。 

  ・当該施設では、母国の有資格者を配置することで保育の質と安全の確保に努めて 

おり、これまで、滞りなく適切に施設運営されている。 
 

【参考】特区内で適用される取り扱い 
 

平成２７年８月７日付け雇児保発０８０７第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知「国家戦略特

別区域の区域内に所在する認可外保育施設であって当該施設を利用する児童の全て又は多くが外国人であるもの

に係る認可外保育施設指導監督基準の取扱いについて」より 
 

 国家戦略特別区域内に所在する認可外保育施設で利用児童の多くが外国人であるものについては、次に掲げる

要件に該当する場合には基準を満たすものと取り扱って差し支えない。 

(1)外国人児童の割合が概ね２分の１以上    (2)外国の保育士資格有資格者等の十分な人数配置 

(3)日本の保育士資格有資格者を１名以上配置  (4)知事が行う調査等に積極的に協力する 

［食物アレルギー児童数］

利用定員

施設類型

1.5人 2.9人 4.2人 11,698人 663人 5.6%

- 3.2人 4.9人 10,903人 672人 6.1%

（滋賀県調べ）

R5.4.1在籍
児童数

食物アレル
ギー児童数

アレルギー
児童の割合

［１施設あたりの調理員等配置状況（自園調理のみ）］

40人以下
（1人配置）

41～150人
（2人配置）

151人以上
（3人配置）

私立保育所

私立認定こども園

（本県の取組状況と課題） 

担当：健康医療福祉部 子ども・青少年局 子育て支援室 

TEL077－528－3557 
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【提案・要望先】内閣府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 子どもの医療費助成は、子育て世代の保護者からの要望が多く、また、次世代育

成支援の一環として重要な制度であり、県内市町等からも、制度の創設について要

望がある。 

○ 令和５年３月 31 日に国が発表した「こども・子育て政策の強化について（試案）」

の中の加速化プランにおいて、国民健康保険の減額調整措置の廃止に向けた取組

が示されたところであるが、全国一律の子どもの医療費助成制度の創設について

は明示されなかった。 

○ 国を挙げて、子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて取り組む中、子どもの

医療費助成は、子育て世代の家庭の経済的負担を軽減することによって、子どもた

ちが医療機関を受診しやすくする環境を築くための重要な施策であり、本来は、ナ

ショナル・ミニマムの保障として、国の責任で行われるべきものである。 

○ 同じ医療を受けても、居住地や住所地によって自己負担に差があるため、全国の

全ての子どもがどこに住んでいても安心して必要な医療を受けられるという観点

から、全国一律の負担軽減制度が必要である。 

全国一律の子どもの医療費助成制度の創設 

国による全国一律の子どもの福祉医療費助成制度の創設 

○ 全ての子どもが、全国のどこに住んでも安心して必要な医療が受けられるよう、 

子どもの医療費に関する全国一律の福祉医療費助成制度を創設すること  

 

１．提案・要望内容 

 子育て世帯の経済的負担の軽減により、子どもの保健の向上と子どもを産み育てや

すい社会の実現を図る。 

２．提案・要望の理由 
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○ 平成 28 年４月から乳幼児福祉医療費助成制度に係る所得制限および自己負担の

撤廃による完全無料化を実施。 

○ 実施主体である県内各市町において、独自事業として、小学校入学以降の児童・

生徒に対する助成制度を拡充。 

○ 市町の財政事情や政策的な要素等から、対象年齢、自己負担金等の制度内容が異

なる状況が発生。 

【県の実施事業】 

 子どもに係る医療費から保険給付の額を控除した額について、その費用の全部ま

たは一部を助成する経費を、実施主体の市町に補助する事業。 

実施主体 市町（県単独事業） 

負担割合 県 1/2、市町 1/2 

助成対象 入院、通院ともに就学前まで 

自己負担 なし 

所得制限 なし 

令和５年度当初予算額 約 11 億円 

【19 市町の状況】（令和５年４月１日現在） 

所得制限

なし, 19

所得制限

あり, 0
【所得制限】小学校卒業

まで, 1

中学校卒業

まで, 14

高校卒業

まで, 4

【対象年齢】

一部自己負

担なし, 17

一部自己

負担あり, 
2

【一部自己負担】

小学校卒

業まで, 6

中学校卒業

まで, 10

高校卒業

まで, 3

【対象年齢】

所得制限

なし, 19

所得制限

あり, 0

【所得制限】

一部自己負担

なし, 13

一部自己負

担あり, 6

【一部自己負担】

＜入院に対する助成の実施状況＞ （単位：市町数）

＜通院に対する助成の実施状況＞ （単位：市町数）

担当：健康医療福祉部子ども・青少年局家庭支援推進室 

TEL 077－528－3554 

（本県の取組状況と課題） 
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夢と生きる力を育む教育環境の整備 

(1) 新しい時代の学びの環境整備および多様な教育課題への対応 

○本県の不登校やいじめ、暴力行為など、生徒指導上の現状と課題、子どもたちの健康

課題等を踏まえ、専任教員や養護教諭、栄養教諭の配置の充実を図る必要がある。ま

た、学力向上のための人員配置の拡充が必要。専門性の高い教育により、どの児童に

も確かな学力を身に付けさせるために、小学校高学年において、専科教員の配置を一

層拡充する必要がある。 

(2) 優秀で多様な人材の確保 

○教員不足が大きな課題となる中で、効果的で質の高い教育活動を行うためには、よ

り優秀な人材を確保する必要がある。そのためには、定数を改善し、教職員が安心し

て休暇・休業制度を利用できる職場体制を整え、働き方改革を加速させるとともに、

勤務実態に見合った処遇となる給与制度を実現することで、教員の士気、教職の魅力

を高める施策が必要である。また、地域の教育を担う人材を養成する教育機関の更な

る充実が求められる。 

 質の高い教育と様々な課題を抱える子どもたちへの対応を充実させるため、教員が

心と時間にゆとりをもって子どもに関わることができる教育環境を整える。 

 教員不足が大きな課題となる中で、より優秀な人材を教員として確保するため、教

職員が笑顔で働ける職場環境を実現する。 

(1)新しい時代の学びの環境整備および多様な教育課題への対応 
○少人数教育のさらなる推進 

   ・少人数学級編制拡充のための定数改善（中学校および高等学校における 35 人学級編制の実現） 

・少人数習熟度別指導等の充実のための指導方法工夫改善定数の現行数維持 

○専門性の高い教科指導を実現する専任教員の配置   

 ・小学校における教科担任制を一層推進するための専科教員の配置拡充 

○複雑化・困難化する教育課題に専任する教員配置の拡充 
 ・不登校やいじめ、暴力行為の解消を目指し、指導体制を強化する専任教員の拡充 

 ・教育相談機能充実のための養護教諭の複数配置基準の改善 

 ・共同調理場における栄養教諭の配置基準の改善 

・特別支援学校と小学校の双方に学籍を置いて学ぶ副籍制度を推進するため、副籍のコーディネートを 

行う、特別支援教育コーディネーターの加配の拡充 

(2)優秀で多様な人材の確保 
○教職員が笑顔で働くことができる職場環境づくり 
 ・教職員が安心して休暇・休業等の制度を利用できる職場体制を実現するための定数改善 

 ・中学校部活動の円滑な地域移行と働き方改革推進のための部活動指導員の拡充 

 ・校務運営の充実に向けた共同事務推進のための事務職員加配の拡充  

〇すべての子どもたちがより本に親しめる環境づくりに向け、学校図書館機能充実のた

めの図書館事務を担う専門事務職員の加配拡充 

〇勤務実態に見合った処遇を可能とする給与制度の実現 

〇地方の教員養成大学への運営費交付金の拡充 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 

【提案・要望先】文部科学省 
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担当： 教育委員会事務局教職員課 TEL 077－528－4536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
勤務実態に見合った処遇改善が求められる 

39.8
34.8
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41.3%
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（時間） 県内公立学校教員の勤務の状況（全校種）

教員一人当たりの時間外在校等時間（1カ月の平均）

月当たり45時間超の教員の割合

月当たり80時間超の教員の割合

 

 

 
〇教職調整額４％の根拠  

→S41 年度文部省「教員勤務状況調査」の 

1 週間の平均超過勤務時間より算出 

（小中学校平均超過勤務時間約 1.77 時間）  

〇本県公立学校における令和４年度教員一人 

当たりの１週間の平均時間外在校等時間 

＝約 9.5 時間 

一例として本県教員の 

勤務実態から教職調整額を試算 

本県は、不登校やいじめ、学力、体力の向上、特別支援教育などの課題を総合的に解決

するために、少人数学級編制を小中学校全学年で実施するとともに、個に応じた習熟度別

学習指導の取組を進め、一定の教育効果を挙げている。しかし、依然として教育課題が多

く、特に不登校やいじめ、暴力など生徒指導上の諸課題については深刻な状況。これら諸

課題への対応と授業づくり等において、教員は長時間を費やしている現状がある。現状克

服のためには、一層の定数改善や加配の充実を図るとともに、優秀な人材を確保していく

ため、勤務の実態に見合った処遇改善が求められる。 

（本県の取組状況と課題） 

年々増大する生徒指導上の諸課題への対応には 

定数改善や専任教員等の充実が必要 
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教職員が安心して休暇・休業等の制度を利用 

できる職場体制実現には定数改善が必要 

定数改善例を小学校の標準学級数に基づき計上す

ると、12 学級規模では、担任外は６名（教頭含

む）の配置で、教員一人当たりの持ち時数（週）

の３時間程度を軽減できる。 

1 3 7 11 14 21 30 36
～ ～ 5 6 ～ ～ ～ ～ ～ ～

2 4 10 13 20 29 35

 【本県配置基準】
学級担任以外の
教員数（教頭含む）

0 1 1 2 2 2
3
～

4
4 4

4
～

6
 【定数改善後】
学級担任以外の
教員数（教頭含む）

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

標準
学級数

(1)新しい時代の学びの環境整備および多様な教育課題への対応 

(2)優秀で多様な人材の確保 

すべての子どもたちがより本に親しめるよう、滋賀ならではの「こどもとしょかん」の検討を 

進めており、学校図書館機能充実のための図書館事務を担う専門事務職員の加配拡充が必要 
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【提案・要望先】文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰一人取り残さず、全ての児童生徒の可能性を最大限に引き出す学びを実現する 

 教育における ICT の効果的な活用について、市町に対し広域的な支援を行う 

(1) GIGA スクール構想に係る継続的かつ十分な財政支援 

○ 学習者用端末の更新期において、国による十分な財政措置を行うこと 

○ GIGA スクール運営支援センターに係る財政措置の継続および充実を図ること 

(2) １人１台端末を活用した学びの充実に向けた支援 

○ デジタル教科書を無償で使用できるようにするための財政措置を行うこと 

○ デジタル教材や関連するソフトウェア、通信費について、更なる財政措置を

行うこと 

１．提案・要望内容 

(1) GIGA スクール構想に係る継続的かつ十分な財政支援 

○ 各学校においてデジタルを活用し、誰一人取り残さない教育を推進するために

は、１人１台端末環境の維持が不可欠。 

○ 市町の財政力のみでは、端末の更新に対応することが困難であることから、導入

時と同様、国による財政支援が不可欠。 

○ GIGA スクール運営支援センターに係る運営経費の補助について、令和６年度ま

で国の補助事業が予定されているが、その後も支援体制の維持が必要。 

○ 支援センターに係る国庫補助については、対象の学校１校につき、補助上限額が

設定されているが、更なる機能充実のためには、上限額の引き上げが必要。 

(2) １人１台端末を活用した学びの充実に向けた支援 

○ １人１台端末を更に効果的に活用し、学びの質を向上できるよう、デジタル教科

書やデジタル教材等を導入するための財政支援が必要。 

○ 活用の幅を広げるため、通信費等のランニングコストについても更なる財政支

援が必要。 

２．提案・要望の理由 

GIGA スクール構想の着実な実施に向けた継続的支援 
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条例および推進計画の策定 

● 滋賀県では、議員提案により令和３年度に「滋賀県生きる力を育むための学校教

育の情報化の推進に関する条例」を策定し令和４年４月１日より施行。 

● 条例に基づき、滋賀県教育委員会では、令和４年度に滋賀県独自の学校教育の情

報化推進に向けた計画（滋賀県学校教育情報化推進計画）を策定。３年間の期間で、

以下の基本方針のもと、目標達成に向け、ICT を活用した教育の推進に全県的に取

り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

(1) GIGA スクール構想に係る継続的かつ十分な財政支援 

GIGA スクール運営支援センターの設置 

● 県内の GIGA スクール運営支援センター設置状況（県内１９市町の状況） 

・市町が単独で支援センターを設置 １２市町  

・県と連携して支援センターを設置  ２町 

● ICT を活用した学ぶ力向上推進会議（対象：市町教育委員会の担当者） 

・全１９市町参加の連携会議を定期的に開催（令和４年度は３回） 

       ⇒ 研修や情報共有を通して知見を深めるとともに、連携型支援センターの

機能拡充、連携範囲の拡大を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) １人１台端末を活用した学びの充実に向けた支援 

デジタルドリル教材の活用 

● 県内ほぼ全ての市町立小中学校で、デジタルドリル教材を活用。 

● 児童生徒１人につき、年額１千円～２千円程度の使用料が必要で、その経費は、

市町または家庭が負担している。 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：教育委員会事務局幼小中教育課学ぶ力向上係 TEL：077－528－4662 

○基本方針 ○数値目標（目標は令和７年度末の目標値） 
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【提案・要望先】文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ＳＣやＳＳＷの補助率の引き上げを含む配置の拡充 

○スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）による支

援体制の充実と人材の確保 

(2) いじめや不登校対応のための教員の配置 

○増加しているいじめへの対応や不登校の子どもたちへの支援を行い、関係機関等と

の連携を図るコーディネーターの配置 

(1) ＳＣやＳＳＷの補助率の引き上げを含む配置の拡充 

〇多様化・複雑化している生徒指導上の諸課題に対応するためには、生徒指導の充実

や教育相談体制の整備が必要。 

○増加している困難な環境にある子どもたちへの支援のため、ＳＣ、ＳＳＷの役割は

ますます重要であることから、更なる配置の拡充が必要。 

〇小・中学校を中心に配置しているＳＣ、ＳＳＷを、近年ニーズが高まっている高等

学校や特別支援学校でも配置拡充できるよう、更なる国による財源の確保が必要。 

(2) いじめや不登校対応のための教員の配置 

〇子どもや保護者、教員のニーズを把握し、ＳＣ、ＳＳＷを有効活用するためには、

コーディネーターの役割を担う教員の配置が必要。 

○教育と福祉、県と市町の連携による取組を推進し、切れ目のない支援を図るために

は、関係機関連携を推進する教員の配置が必要。 

 困難な状況にある子どもたちを社会全体で育む環境をつくり、子どもを真ん中にお

いた社会づくりを進める 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 

困難な環境にある子どもたちへの支援 及び 

教育相談体制の充実 
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(2) いじめや不登校対応のための教員の配置 

いじめや不登校等への対応 

 

○令和３年度より、「児童生徒の健全育成のための県と市町の連携に関する協定」に基づいた取組

を開始した。      

（本県の取組状況と課題） 

不登校傾向・ひき

こもり

20%

発達障害等

11%

中途退学・転学

の心配
4%

その他
65%

連携内容

令和５年 1 月末データ 

310

478

61

116

令和3年度 令和４年度 ( 1月末現在）

協定による連携件数

高等学校 特別支援学校

〇不登校児童生徒総数 

令和元年   令和３年 

2,693 人 → 3,628 人（1.34 倍） 

 

〇専門的な相談・指導等を受けていない

不登校児童生徒総数 

令和元年   令和３年 

864 人 → 1,400 人（1.62 倍） 

＜課題＞ 

1人のＳＳＷが複数校を対応することから、

学校のニーズにタイミングよく応えられな

い場合がある。 

＜課題＞ 

カウンセリングの予約が２・

３か月後しか取れないことが

あり、支援のタイミングを逃

すことがある。 

ＳＣ、ＳＳＷの相談状況 

○ＳＣの配置の状況（令和４年度）  

【小学校】県内 35 校に配置し、毎月３回程度勤務 

【中学校】すべての学校に配置し、毎月５回程度勤務 

【高等学校】すべての学校に配置し、毎月３～４回程度勤務 

【特別支援学校】配置はなし 

※相談人数：令和元年度 8,670 人、令和２年度 9,164 人、令和３年度 10,065 人 

 
○ＳＳＷの配置の状況（令和４年度） 

【小学校】県内 20 校に配置し、週２回程度勤務 

【中学校】配置小学校から派遣 

【高等学校・特別支援学校】要請に応じて派遣 
※対応した児童生徒数：令和元年度 1,345 人、令和２年度 1,616 人、令和３年度 1,787 人 

専門的な相談・指導等が必要な子どもの数 

〇専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒 

(1) ＳＣやＳＳＷの補助率の引き上げを含む配置の拡充 

小
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【提案・要望先】内閣府 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生への学習等支援の拡充 

○ 小学生の学習塾および文化・スポーツの習い事等にかかる費用を措置費の対象とし

た支援の拡充 

 社会的養護のもとで暮らす小学生の学習塾や文化、スポーツ等の習い事の利用を支

援することにより、学力の取戻しや自己肯定感の育成等を図る。 

１．提案・要望内容 

○ 児童養護施設や里親などの社会的養護のもとで暮らす子どもたちは、虐待や貧困な

どの家庭環境により、コミュニケーション力や社会性が乏しかったり、読み書きや計

算などの基本的な学習能力・習慣を身に着けていないことが多く、こうした学習の遅

れなどが施設等退所後の対人関係や社会的自立を困難にする一因となっている。 

 

○ 施設職員は、食事や入浴などの日常の世話から、保護者対応、学校行事への参加や

進学・就職相談など業務が多岐にわたり、基礎学力、基礎体力向上等に向けた学習・

スポーツ・音楽など専門的な対応が困難となっている。また、措置されている小学生

児童の約６割が発達障害等の課題を抱えており、一般家庭とは異なる育ちの環境にあ

るため、より配慮のある支援が必要となっている。 

 

○ 民間の調査では、一般世帯の小学生の約７割は学習塾のほか水泳や音楽などスポー

ツや文化に関する習い事に通っており、「児童養護施設運営指針」でもこうした活動

等について、子どもの希望を尊重し、可能な限り参加を認めるよう示されているもの

の、措置費など財政的な支援が整っておらず、子どもたちの多様なニーズに対応でき

ていない。 

２．提案・要望の理由 

社会的養護のもとで暮らす子どもへの支援の推進 
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(1) 施設等の現状と課題 

○ 令和３年７月「児童養護施設（回答：4/4 施設）」および「ファミリーホーム（回

答：6/17 施設）」に対し、学習支援等に関する調査を実施。 

○ 小学生措置児童の約６割が塾や習い事に行きたいと言ったことがあると回答。さ

らに、施設等職員に「塾等の利用を希望すると思われる小学生」の数を聞いたとこ

ろ、約８割が利用するのではないかとの回答があり、改めて子どもたちの多様なニ

ーズに対応できていないことが明らかとなった。 

【表１】塾等の利用の意向・見込み（50 人中） 

「塾や習い事に行きたい」→約６割  「塾等を利用する見込み」→約８割 

 
  ※ ここでいう「習い事」は、塾以外の音楽教室やスイミングスクール等、文化・スポーツ等を指す。 

 

【表２】より配慮のある支援を要する児童の状況（50 人中） 

発達障害の診断を受けている児童数 8 人 

上記以外の児童で職員等が「発達に課題がある」 

と感じている児童数 
22 人 

計 30 人 

(2) 本県の小学生への学習等支援の取組 

○ このことを踏まえ、令和５年度より小学生（高学年）における塾代、文化･スポーツ

等に関する学習等支援事業を創設し、学力の取戻しや自己肯定感の育成等を支援。 

【事業名】社会的養護のもとで暮らす子どもたちの学ぶ力サポート事業 

支援額：１人あたり 10 千円／月          〔予算額 5,760 千円〕 

対 象：社会的養護のもとで暮らす小学生（４～６年生） 
 

【参考】現行の措置費支給対象額（国） 

  学習塾費 部活動費 

小学生 なし なし 
中学生 実費相当額 実費相当額 
高校生 上限 20,000～25,000 円 上限 23,300 円(公立)/34,540 円(私立) 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：健康医療福祉部 子ども・青少年局 家庭支援推進室 虐待・非行防止対策係 

TEL 077－528－3551 
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 こどもまんなか社会の実現に向け、社会参画活動の活性化を通じて青少年の健全育

成を図る。 

 

 

 

 

  

 

 

【提案・要望先】内閣府・文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の社会参画活動の活性化 

○ 青少年の社会参画活動に対する社会全体の理解醸成を図るための広域的な情報発信

と活動活性化に向けた環境整備 

○ 青少年の社会活動を後押しするための交付金制度の拡充 

１．提案・要望内容 

○ 「こどもまんなか社会」の実現に向けた政策が強力に推進される中、乳幼児期や義

務教育課程にある子どもや子育てに関する施策とあわせて、青少年を対象とした施策

を拡充し、一体的な理念として社会に浸透させることが重要。 

○ 青少年の社会参画活動を活性化するためには、国による優良事例紹介などの広域的

な情報発信により国民の理解を醸成するとともに、休暇取得に関する企業の協力や職

場のサークル活動としての位置付けといった青少年が活動に参加しやすくなる仕組

みの整備等による社会全体の構造・意識の改革が必要。 

○ 本県では、特に、青少年の地域活動において、多くの熱心な若者が育ち、地域のリ

ーダーとしての活躍につながってきたところであり、子ども施策に係る計画において

も「青少年の健全な成長」を位置づけているが、青少年の活動の多様化などにより、

近年、参加者が減少傾向にあることから、琵琶湖をはじめとした滋賀ならではの体験

活動や環境保全を目的とした社会活動など幅広い活動を対象とした新たな助成制度

を創設し、民間との協働により青少年活動の活性化を図ることとしているところ。 

○ 青少年の自立性・社会性の獲得は、子どもの成長における重要な要素であり、その

機会を充実させることは、子どもから若者、子育て世代までを切れ目なく支援する上

で重要であることから、既存の交付金制度の拡充により、このような支援を後押しし、

全国的な機運を醸成することが必要。 

２．提案・要望の理由 

青少年の健全育成の推進 
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(1) しが若者ミーティング事業 

○目的：若者が地域と関わり合いながら主体的に活動するための新たな気づきや新しく

活動を始めるきっかけ作り、また参加者同士の交流によるつながり作り。 

○内容：若者による活動内容の発表や若者による活動団体との交流・意見交換等 

・コーディネーター、ゲストスピーカーによる話題提供 

・若者の活動実施団体による話題提供 

・グループセッション、全体セッション 

○実績：年２回開催(6/25､11/5)、延べ 35 名参加 

○参加者の意見 

「活気あふれる若者同士で交流できてよ 

かった。」「同じ滋賀県で活動する仲間がたくさんいることが嬉しい。」「自分が 

している活動も、改めてやりがいを感じる活動だと実感できた。」 

(2) 青少年団体ネットワーク事業 

○目的：青少年関係団体相互の理解と協力体制の強化、今後 

の地域社会全体での青少年育成活動の一層の推進。 

○内容：県内の青少年関係団体が一堂に会し、各団体の現状 

や実践、今後の方策等について意見交換を行う。 

○実績：意見交換会 年３回開催(6/3、10/21、2/22)、延べ１７団体参加 

    フォーラム 年１回開催(11/26)、１４団体３０名参加 

(3) (仮称)協働で進める子ども・若者まんなか活動助成事業〈Ｒ５～〉 

○目的：子どもたちの健やかな育ちや学びの機会、若者が地域で幅広い年代の人々と関

わり、様々な体験をする機会の創出。 

○内容：ＮＰＯのスキルアップや団体間連携による新たな活動創出の機会作りなど民間

活動の育成と促進を図り、社会全体で子ども・若者に向けた支援の取組を進め

る。（ＮＰＯ等への複数年度にわたる公募型助成） 

(4) 青少年の海外交流 

○内容：これまでからミシガン州や中国湖南省との青少年による友好交流を実施してお

り、令和５年度には中国湖南省との提携４０周年を記念して高校生書道交流を

予定。 

 

（本県の取組状況） 

担当：健康医療福祉部 子ども・青少年局 

子ども未来戦略室 総務・青少年係 

T E L：077－528－3550 
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子どもの成長過程を通じて 子育てしながら 
誰もが活躍できる仕組みづくりと中小企業への支援強化 

(1) 人的資源・財務基盤の脆弱な中小企業への支援強化 

 〇 育児休業取得時の代替要員の確保、周囲の従業員の負担軽減、モチベーション確

保等を行う中小企業に対する助成措置の大幅な強化 

(2) 成長過程を通じて子育てしながら誰もが活躍できる仕組みの構築 

 〇 妊娠・幼児期だけでなく、学齢期など子どもの成長過程を通じて、誰もが希望に

応じたキャリア形成と子育ての両立を可能とする仕組みの構築（法整備を含む） 

(1) 人的資源・財政基盤の脆弱な中小企業への支援強化 

〇 本県で働く従業者の８割以上を占める中小企業では、少子高齢化による労働人口

の減少等の影響により慢性的な人材不足が顕著であり、また属人的な業務形態も相

まって、従業員の育児休業取得に対応できる代替要員が確保できない現状がある。ま

た、周囲の従業員への負担増大により、モチベーションの低下を招くことが課題とな

っている。 

〇 このため、既存の両立支援等助成金においては、代替要員確保に対する助成額の

拡大と併せ、周囲の従業員の負担軽減に資する業務改善や人材育成、モチベーション

確保への対策経費についても支援の対象とするなど大幅な強化が望まれる。 

 

(2) 成長過程を通じて子育てしながら誰もが活躍できる仕組みの構築 

〇 キャリア形成と子育ての両立を目指す中で、女性だけが育児休業の取得や短時間

勤務を強いられたり、結果的に離職を余儀なくされ、非正規雇用など不安定な就労形

態を選択せざるを得ず、自身の望むキャリアを断念するケースがある。 

〇 このため、妊娠・出産から乳幼児期だけでなく、学齢期など子どもの成長過程を通

じて子育てしながら誰もが活躍できる仕組みの構築が必要である。 

２．提案・要望の理由 

１．提案・要望内容 【提案・要望先】内閣府・厚生労働省 

 生まれる前からの切れ目のない子育て支援により、安心して出産や子育てができる

社会を構築するとともに、子育てをしながらも誰もが自分らしく活躍できる社会を

実現する。 
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 〇 事業主や従業員それぞれがこれまでからの子育ての考え方を見直し、誰もが自分

らしく活躍し、多様で柔軟な働き方ができる環境の実現に向け、国の制度改正や支

援制度を周知啓発するとともに、気運醸成につながる取組を進めている。 

 〇 誰もが進学や就職、結婚や出産といった人生の節目において希望に応じた生き方

や働き方を選べるように、これまで女性のライフステージに応じた切れ目のない施

策を部局連携で展開してきた。 

【課題】 

(1) 人的資源・財政基盤の脆弱な中小企業への支援強化 

〇 多様で柔軟な働き方ができる環境整備が中小企業では進んでいない。 

項目 1,000 人以上 10～29 人 

育児のための短時間勤務制度 90.4％ 54.3％ 

育児に携わる従業員の所定外労働の免除 75.3％ 43.0％ 

テレワークの在宅勤務制度 46.6％ 11.0％ 

変形労働時間制 57.5％ 29.8％ 

長時間労働抑制について経営トップがメッセージ発信 52.1％ 22.5％ 

出典：令和 4 年滋賀県労働条件実態調査 

 〇 中小企業からはアンケート等で従来から「支援制度を知らなかった」との回答が

多数あり、支援制度の効果的な広報が課題である。また、仕事と子育ての両立支援

において、業務改善や人材育成などにも取り組まれる事業者は、国の両立支援等助

成金と他の助成金を併用して手続きする必要がある。 

(2) 成長過程を通じて子育てしながら誰もが活躍できる仕組みの構築 

 〇 女性の活躍という視点だけでなく、子どもの視点に立ち、大人へと成長するまで

の間、誰もが子育てに関わりながら、自身のキャリア形成も実現できる社会環境づ

くりを進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
労働基準法、 
男女雇用機 
会均等法に 
よる 
母性保護、 
母性健康 
管理等 

（本県の取組状況と課題） 

担当：商工観光労働部労働雇用政策課 TEL  077－528－3751 
          女性活躍推進課 TEL  077－528－3771 

学齢期              乳幼児期        出産 妊娠期 

本人の希望に応じて安心して 

子育てに取り組める環境の構築 

・配慮義務等の期間延長 
・学校行事休暇、学校休業休暇等
の整備促進 

○育児・介護休業法による両立支援制度 

育児休業、産後パパ育休（出生児育児休業）、 
短時間勤務等の措置、子の看護休暇制度、 
時間外労働の上限規制、転勤についての配慮、 
所定外労働（残業）の免除、 
不利益取扱いの禁止、深夜業の制限、 
育児休業等に関するハラスメントの防止措置 

-16-



 

 

 

 

 

 

【提案・要望先】内閣府 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「こどもまんなか」社会の実現のためには、地域社会、企業など様々な場で、年

齢、性別を問わず、全ての人が子どもや子育て中の方々を応援するとともに、子ど

もや子育て中の方々がそのことを実感できる社会となるよう、社会全体の構造・意

識の改革を進める取組の着実な実施が必要。 

○ 令和５年３月 31 日に国が発表した「こども・子育て政策の強化について（試案）」

においても意識改革に国民運動として取り組むことが示されたところであり、子

ども政策を実効あるものとするには、国や地方団体だけでなく、企業や民間団体、

個人をも巻き込んだ取組が重要であると共感するところ。 

○ 本県では、生まれてきた全ての子どもたちを対象に贈り物を届ける等の社会で

子どもを支援する事業や、コロナ禍においても子どもたちの笑顔を増やし、子ども

たちが生き生きと過ごすための生活様式である「すまいる・あくしょん」を約３万

人の子どもの声を集めて策定。参画する事業者とともに社会の行動変容に繋がる

事業を独自にいちはやく展開している。 

○ 国においても、地方での取組と十分に連携し、子どもや子育て中の方々の声を大

事にした施策を確実に展開するとともに、社会全体の機運醸成および国民の行動

変容の実効性を保つことが必要。 

子どもや子育て中の方々の声を踏まえた施策展開 

○ 子どもや子育て中の方々の声を大事にした施策の確実な展開と国民運動による

機運醸成 

１．提案・要望内容 

 社会全体の構造・意識の改革を進めることにより、子ども・子育てにやさしい社会

の実現を図る。 

２．提案・要望の理由 

子どもにやさしい社会づくりのための施策展開 
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(1)「すまいる・あくしょん」 

○ コロナ禍の下で子どもの笑顔を増やすためにみんなが取り組める行動や方法、条

件などを、約３万人の子どもの声を集め、子ども目線の新しい行動様式として定め

た（令和２年 10 月）。         

○ 専用 Web サイトや体験型イベント 

（R4 来場者約 2,600 人）の開催等を    

通じて周知を行い、趣旨に賛同す 

る民間企業や団体を募り、取組を             

広げている。 

○  実績 

「すまいる・あくしょん宣言」 

企業・団体数 93 者（R5.5.1 時点） 

 

(2) 「滋賀で誕生ありがとう事業」 

○ 滋賀で誕生した子どもやその家族に「おめでとう」「ありがとう」の気持ちを届

け、社会全体で子育てを応援していることを示すとともに、応援の機運を醸成する

ため、企業等と連携して、滋賀ならではのお祝いの品や、協賛品、子育てリーフレ

ット等を届け、その訪問の際に状況を把握して、必要な支援につなげている。 

○ 実績 令和４年度申込件数 6,290 件 

令和４年度協賛企業数 17 社（資金協賛２社、物品協賛 12 社、役務協賛３社） 

対象者アンケート結果（R3） とても嬉しい 75.7％ 嬉しい 22.6％ 普通ほか 1.7％ 

 

(3)「子育てに関する県民意識調査」 

  県民の意識改革の取組がデータに基づいた効果的、合理的な内容のものとなるよ

う、子育てに関する県民の意識について調査を行っている。 

（本県の取組状況と課題） 

ポジティブ 

キャンペーンの 

展開が有益 

【資料】 子育てに関する県民意識調査 

     滋賀県  

平成 30 年（2018 年） 

担当：健康医療福祉部子ども・青少年局子ども未来戦略室 
TEL 077－528－3573 

▪ 「子どもの笑顔と幸せあふれる滋賀」を 

 目指して、行政、地域、企業等が連携し 

 て取り組んでいることを全国に発信。 

 

▪ 子どもを生み、育てることは負担にもま  

 して、「楽しい・毎日が充実している」  

 というポジティブキャンペーンを展開。 
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【提案・要望先】内閣府 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 子ども関連予算の倍増と財源の安定確保 

○ 国においては、３月に公表された「こども・子育て政策の強化について（試案）」

を踏まえ、骨太の方針に子ども関連予算の将来的な倍増を目指していく上での当面

の方針を示すこととしている。 

○ 子ども関連予算の将来的な倍増に向けては、出生率の回復を実現した欧州諸国並

みに引き上げていくことが必要と思料。 

○ また、財源の安定確保に向けては、社会全体で負担する方策を幅広く検討するこ

とが必要。 

 

(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

○ 本県では、子ども施策に関して全庁を挙げて様々な角度から関連施策を検討し、

独自の施策として実施しているところであり、令和４年度には、複数年度での継続

的な事業の実施を確保するため、10 億円の基金を造成したところ。 

○ 令和４年度には７事業に 0.5 億円、令和５年度には 39 事業に 1.5 億円を充当す

るが、規模が限られるほか、本基金は４年ないし５年内での充当を予定する時限的

な措置であるため、令和５年度事業では事業期間３年以内のものに限るといった制

約が生じている。 

○ 地域の実情に的確に対応し、多様な子ども・子育て支援策の展開に確実につなが

るよう、十分な地方財源の確保が必要。 

２．提案・要望の理由 

(1) 子ども関連予算の倍増と財源の安定確保 

○ 子ども関連予算の大幅な拡大 

○ 財源の安定確保に向けた方策の幅広い検討 

(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

○ 地方の実情に応じて独自に活用できる十分な財源の確保 

１．提案・要望内容 

 地方財源の確保を含めた子ども関連予算を拡大し、国と地方が適切な役割分担のも

と連携することにより、子ども・子育て政策の強化を図る。 

子ども関連予算の拡大と適切な役割分担 
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(2) 子ども関連施策における国と地方の適切な役割分担 

① 滋賀県子ども・若者基金（令和４年度に造成） 

〈使途〉 

ア 子どもたちが健やかに育つための環境づくり 

イ 困難な状況にある子どもたちやその家庭への支援 

〈規模〉 10 億円 

・令和５年度の充当事業【総数 39 件（新規 33 件・継続６件）】   ・充当事業の総額 

 

 

 

 

  〈対象事業〉 

 

 

 

 

 

 

 

② 基金による独自事業の例 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

健康
医療

福祉部

知事
公室

総合
企画部

文化

スポー
ツ

琵琶湖
環境部

商工
観光

労働部

農政
水産部

教育
委員会

充当事業 10(6) 3 1 1 1 5 1 11

事業費
子ども・

若者基金

265,669 152,072

（本県の取組状況と課題） 

担当：健康医療福祉部 子ども・青少年局 次世代育成係 

TEL077－528－3565 

次の取組について全庁的に呼びかけて選定 

①子どもたちが自分らしく生きる力を育むための取組 

②家庭や地域での安心・安全な子育て・学びに向かうことのできる環境づくりを図る取組 

③特別な支援を必要とする子どもを支援する取組 

④子育てや教育にかかる経済的負担を軽減する取組 

⑤少子化対策の取組 

⑥困難な状況にある子ども・若者やその家庭を支援する取組 
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滋賀県は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。 


